
基本施策２
中小企業の競争力強化と

活力ある産業集積の形成
○中小企業の経営力強化
○中小企業の立地促進と操業環境の保全
○中小企業の経営安定
○海外展開・対内投資の促進

次期産業振興プランに基づく取組項目の令和８年度の事業概要
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概要

社会環境の変化に応じた市内産業の活性化を図るため、市内中小企業等のデジタル化等の生産性向上や働きやすい職
場環境づくりなどを推進し、市内中小企業等の持続的な成⾧及び経営力強化の取組を実施します。

令和8(2026)年度の取組

（１）市内中小企業等は、物価高騰や人手不足など、様々な課題に直面しており、生産性向上
のほか、人材確保・定着に向けた働きやすい職場環境づくりへの対応も求められている。

（２）上記の課題を踏まえ、これまで実施していた、生産性向上などの支援事業の見直しを図り、
「稼ぐ力の強化」による持続的な賃上げや安定的な人材の確保・定着に向けた支援を実施する。

（３）実施にあたっては、「意識醸成・掘り起こし」「実践・導入促進」「広報・普及促進」の３つ
の視点で体系的な支援策を推進する。

（１）「中小企業成⾧環境支援補助金」や「専門家派遣」等を通じて、市内中小企業等の生産性向上や人材確保等の取組を支援
（２）市内各経済団体などと連携して、取組の好事例の波及に向け、企業訪問などの直接的アプローチを中心に施策を展開
（３）生産性向上の取組に対する補助事業の拡充のほか、人材確保・定着に向けた支援として、補助事業やモデル事業を新たに実施

市情報誌・メディア活用による
取組PR

生産性向上等セミナー 生産性向上ツール導入促進マッチング会

令和8（２０２6）年度の実施体制・取組
■市内中小企業等への意識醸成

■取組の実践・好事例の創出 ※事業終了後も継続的なフォローを実施

■事例の普及促進 ※好事例について、市内への横展開を実施

取組事例集 市内経済団体等への説明会

企業訪問等を通じた掘り起こし

中小企業成⾧環境支援補助金

中小企業人手不足対策モデル支援事業

セミナー等での登壇

〇デジタル化に向けたソフトウェアや生産性向上に向けた設備等の導入に係る取組を支援【拡充】

〇経営課題の解決を図る社内人材の育成の取組を支援

〇働きやすい職場環境づくりや人材確保・定着に向けた取組を支援【新規】

〇生産性向上による人手不足等に資するモデル事業の実施【新規】

＜主な実績（令和7年度）＞

※旧働き方改革・生産性向上推進事業

○企業訪問等による支援 414件

○働き方改革・生産性向上推進補助金 39件

○働き方改革・生産性向上セミナー 3回

基本施策２ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
中小企業の経営力強化（中小企業成⾧環境支援事業）
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令和8(2026)年度の取組

基本施策２ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
中小企業の経営力強化（稼ぐ力の強化と中堅企業をめざす支援の検討）

中堅企業（中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2000人以下の企業）を目指す企業が有する課題等を調査するとともに、効果
的な支援手法等の検討を実施。

２ 中堅企業をめざす企業への支援

“顧客に求められる製品創出へ”

新製品・技術の
アイデア等の募集
（５社程度）

＜支援の流れイメージ＞

①マーケティング戦略策定
新製品・技術のターゲット市場

の明確化

②テストマーケティング
顧客・市場ニーズの収集を通じた
マーケティング戦略のブラッシュアップ

③新製品・技術の改良支援
新製品・技術の開発に向けた

アドバイス

“販路開拓・拡大に向けた
マッチング機会の創出”

知財コーディネータにマーケティング支援に精通した人材を加えた伴走支援体制の強化を図り、マーケティング戦略策定・テストマーケティングの実
行支援を通じた新たな製品開発に取り組む中小企業の掘り起こしや、伴走支援を通じた中小企業の付加価値の高い製品・技術の創出に取り
組むとともに、知的財産戦略推進事業にて構築してきた大企業・他自治体などの市内外のネットワークを活用し、大企業等を対象としたプライベー
ト展示会の開催など、販路開拓・拡大支援の強化に取り組むことにより、賃上げ原資の確保等に向けた中小企業の稼ぐ力の強化を図る。

PDCA

製品・技術の特徴、強み・弱み、適正価格等を整理製品・技術の分析

顧客ニーズ・市場規模・対象市場等を整理顧客・市場の分析

競合の特徴、市場シェア等を整理競合の分析

＜マーケティング戦略策定支援に向けた３つの視点＞

②テストマーケティングを通じた戦略の検証
・新製品・技術のターゲットとなる市内企業をマッチング
・新製品・技術に対する評価・フィードバックなどの顧客ニーズを収集
・実効性のあるマーケティング戦略へブラッシュアップ

③新製品・技術の改良等に関するアドバイス支援
・顧客・市場ニーズに基づき、大企業の有する技術シーズの活用等も含め、
新製品・技術の改良等に向けたアドバイス

①マーケティング戦略策定支援

④大企業・他自治体とのネットワークを活用したマッチング機会の創出
・大企業等を対象としたプライベート展示会の開催や、他自治体と連携した企業交
流会など、マッチング機会を創出

1 新ビジネス・販路開拓戦略推進事業
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基本施策２ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
中小企業の経営力強化（事業承継・事業継続力の強化）

令和８(2026)年度の取組

中小企業の事業承継やBCPに関する啓発や課題解決を図るための専門家派遣、後継者育成支援を実施するとともに、経営資源が
脆弱な中小企業を対象に、将来の事業承継を見据えて経営力の向上を図るための伴走支援を実施します。

●事業承継・BCP専門家派遣
様々な分野の専門家を活用し、事業承継・BCPについての課題

解決支援及び伴走支援コーディネータによる事業承継の準備段
階における総合的な経営支援
・地域金融機関等と連携した支援先開拓
・事業承継やBCPに関する個別課題解決及びフォローアップ
・将来の事業承継を見据えた準備段階における伴走支援、
（経営デザインシート等を活用した将来構想作成支援）
・講師派遣型セミナー（金融機関等を対象に適宜開催）

●後継者育成講座（全9回連続）
後継者候補や経営幹部を対象とした実践的な連続講座

●BCPセミナー
BCPに関する啓発と基礎知識の習得を図るためのセミナー

●売り手側を対象としたM&Aマッチング支援
売りを希望する小規模事業者を対象に、民間支援事業者の

M&Aプラットフォームを活用した伴走型のマッチング支援
●事業承継の啓発・プロモーション
市内中小企業の事業承継の事例紹介を通じた啓発活動

事業承継・事業継続力強化支援事業

【伴走型・事業承継支援 事例】
◆小売酒販店の事業承継支援を通じた新事業創出
後継者不在の課題を抱えていた老舗小売酒販店では、市の伴走
型・事業承継支援を通じて近隣同業者への事業譲渡を実施するとと
もに、承継後の店舗活用に向けて地域産業支援を手掛けるベン
チャー企業とのマッチングが成立し、「食」の交流・発信拠点として再生

川崎商工会議所、川崎信用金庫、川崎市産業振興財団、川崎市４者による連携体制により、
専門家等による個別訪問指導、出張講習会など、事業承継にかかる課題解決支援等を実施。

KAWASAKI事業承継市場
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基本施策２ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
中小企業の立地促進と操業環境の保全

令和8(2026)年度の取組

・立地ニーズに応じた事業用地等のマッチング、貸工場等の開発誘導、産業立地を促進した地区における土地の貸付や
相談対応を通じ、市内の産業集積を維持する。
・中小製造業の操業環境と住民の住環境の調和を図りながら、産業集積の維持・強化を進める。

◆事業用地等マッチング事業
〇市に寄せられた事業用地等の不動産ニーズを、市に登録した宅建
業者等（協力事業者等）に紹介するマッチング事業を実施。

◆がんばるものづくり企業操業環境整備助成事業（補助）
〇目的:中小製造業者が市内の助成対象地域において行う工場
等を新増設する事業及び工場の操業環境の改善に資する事業に係
る経費に対し、助成金を交付することにより、本市のものづくり企業の
集積維持・強化を図ることを目的とする。
〇立地促進事業
工場等を新増設する事業に対し、補助率1／10、上限最大

3,000万円の助成を実施
〇操業環境改善事業
工場の操業環境の改善（防音・防振・脱臭・浸水対策等）に資

する事業に対し、補助率3/4、上限300万円の助成を実施

◆内陸部操業環境保全対策事業（イベント）
〇中小製造業の操業環境と住民の住環境の調和を図りながら工業
集積を維持・保全することを目的とし、工業者と地域住民の交流や、
「ものづくり集積地」である川崎の魅力発信のイベントを実施。
〇取組
・久地・宇奈根地区、下野毛・中原区
宮内地区において、工業者と住民の交
流を図るため、オープンファクトリー等を
実施
・本市内陸部の「ものづくり集積地」に
対する理解度を深めつつ、工業者間の
連携を強化するため、「川崎ものづくりフ
ェア」を実施

◆産業支援施設（貸工場・貸ラボ）への企業進出誘導
〇民間活力による施設整備の促進等を図る、本市の「中小製造業
等の集積・強化に向けた取組方針」に基づき開発誘導した、高津区
下野毛及び麻生区黒川における産業支援施設への有力なテナント
企業の誘致活動を実施。
〇取組
・企業誘致パンフレットの作成
・工場アパート紹介チラシの作成
・市内外の企業に対する企業立地アン
ケートの実施

・事業用地等マッチング事業による紹介

令和7年度オープンファクトリーの様子

（仮称）高津産業支援施設
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基本施策２ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
中小企業の経営安定

令和8(2026)年度の取組

川崎市信用保証協会や取扱金融機関との連携による間接融資制度の実施により、中小企業等の資金繰りや経営改善、創業等を支援すると
ともに、災害・不況時にはセーフティネット保証認定や金融相談に対応するなど、資金面から中小企業等の経営を支援する。

・大規模な経済危機や災害等に伴う中小企業等の経営悪化に対応した融資制度の運用を行うとともに、状況に応じて特別経営相談窓口を設置する
など、資金繰り支援を行う。

・社会経済環境の変化に対応するとともに、中小企業等の資金ニーズ等を把握しながら、時勢に対応した融資制度の運用を行う。

・市内における創業や事業の成長を促進するため、川崎市信用保証協会等の関係機関や金融機関と連携し、前向きな資金ニーズに対応した円滑
な融資制度の運用を図る。

保証料補助等中小企業者等への資金繰り支援等

中
小
企
業
者
等

信
用
保
証
協
会

取
扱
金
融
機
関

①融資申込

④融資実行

②保証依頼

③保証承諾

制度融資・補助市認定・相談窓口

【中小企業融資制度の仕組み】

川崎市

【資金繰り支援の仕組み】

・不況、災害等により、経営に支障が出ている中小企業等に対し、セーフティネット保証認定や金融相談による支援を行う。

セーフティネット保証に関する認定及び金融相談
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基本施策２ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
海外展開・対内投資の促進

令和8(2026)年度の取組

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ

相
談
対
応

情
報

提
供

川崎市海外ビジネス支援センター[略称:KOBS（コブス）］
・専門のコーディネーターによる相談対応支援

国際会計・税務・法務等の専門相談
・川崎市産業振興財団のワンデイコンサルティングを活用

海外ビジネスセミナー等
・市内企業のニーズの高いトピックや国・地域をテーマにしたセミナーやネット
ワーキングのための企業交流会を開催

助
成
制
度

海外現地企業との商談会
・市内企業のニーズの高い国（令和７年度:
ベトナム）における現地商談会の開催
・台湾のITRI（工業技術研究院）等と連携
した市内企業と台湾企業との現地での商談の
実施

海外ビジネスマッチング支援
・市内企業のニーズの高い国・地域（令和７年度:台湾・タイ・ベトナム・
ドイツ）における海外の専門コンサルタント企業等と提携した海外現地の
パートナー、取引先探しのためのオンラインマッチング支援

国内外の輸出商社・バイヤー等と通年マッチング
・KOBSの持つネットワークを活用した、国内外輸出商社やバイヤー等との
マッチング支援

グローバル展開支援事業補助金

補助対象事業

国際的な電子商取引（越境EC）の取組１

海外事業者とのオンライン商談等の取組２

海外展開に資する外国人材の活用支援３

海外で開催される展示会等への出展支援４

海外展開に必要となる国際認証等の取得５

自社コンテンツのグローバル化6

・市内企業の海外への事業展開に関する取組に対して経費の一部を補助

展示会・視察受け入れ等の機会を
活用したマッチング
・川崎国際環境技術展、首都圏を中心に

開催される各種展示会の出展者や来訪する
外国企業等とのマッチング支援

越
境
Ｅ
Ｃ
等

促
進
事
業

目的
・市内企業等が、越境ECサイトへの出品代行支援を受けながら、自社製
品等の販路拡大に取り組む環境を整備し、参加企業の越境ＥＣの自
走化を促す

事業概要
①越境ＥＣモール出品代行支援業務
②専門家によるフォローアップ支援
③出品企業の募集及び選定支援

市内中小企業の海外におけるビジネス展開を促進するとともに、外資系企業等の本市への対内投資促進を図る

対
内
投
資
促
進

対内投資連絡会議の開催
・対日投資連絡会議（ジェトロ横浜、神奈川県、横浜市、相模原市、
川崎市の５者による連絡会議）を通して、県内への対内投資に関す
る情報を共有を図るとともに、本市から情報提供を実施

海外来訪及び視察等の受入れでの本市プロモーション
・外資系企業等の本市来訪や本市の外国訪問の機会を捉えた本市
プロモーションの実施

ベトナム商談会

川崎国際環境技術展でのマッチング支援
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基本施策３
誘客・交流促進と

商業地域の活性化
○誘客・交流の促進
○商業力の強化・商店街の活性化
○安定的かつ効率的な生鮮食料品等の供給と市場の機能更新
○持続可能で市民に親しまれる競輪場づくり
○消費者被害の救済と未然防止

次期産業振興プランに基づく取組項目の令和８年度の事業概要
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
第３次かわさき観光振興プランについて

第３次かわさき観光振興プランについて

計画の位置づけ

・川崎市総合計画に基づく観光分野の個別計画
・計画期間:令和8～19年度

（12年間、3フェーズ）

主な課題
・市民・事業者とのコミュニケーション

や共感の不足
・ターゲット像が不明確
・観光推進体制の曖昧さ

今後の対応方針
・観光への共感と担い手の拡大
・川崎らしさを軸とした価値の創出
・誘客戦略の明確化
・実行性・柔軟性を備えた推進体制

ビジョン
川崎のありのままの魅力に光をあて、

住む人・訪れる人が共に楽しい
”川崎らしい観光”を目指して

重点ターゲット(令和8～11年度＜フェーズ1＞)

主な取組

成果指標の設定

①交流を生み出し、観光カルチャーを創造するひと
②ありのままの川崎をポジティブに捉える国内外のひと
③川崎に来る‘’ビジネスパーソン‘’
④20～30代の国内外の若者たち

1. 川崎らしさの発掘と発信 （SNS・ハッシュタグ活用）
2. 訪日外国人観光客の誘客促進 （コンテンツ造成・食の情報）
3. 産業観光のさらなる推進

（工場夜景ブランド強化・教育旅行）
4. 点から面へ、広がる川崎旅

（多様な来訪目的と連動したツーリズム）
5.川崎観光の設計者・プレーヤーのコネクション拡大

（地域共創の仕掛けづくり・情報共有）
6. 若年層・未来層に選ばれるブランディング

（コンテンツ共創・学びの連携）

誘客に向けた視点
①エリアごとの魅力を活かす
②羽田空港や都心部に近接する地理的

優位性を活かす
③新たな施設が開業する機会を活かす

令和11年目標直近の実績指標

１，６５５万人１，４２８万人①国内旅行者数

１０５万人６９万人②訪日外国人旅行者数

２４７万人泊２３１万人泊③宿泊施設の年間宿泊者数

５５万人泊４１万人泊④うち外国人宿泊者数

２，０２６億円１，７６４億円⑤観光・商業関連事業者が新
たに生み出した付加価値

７５．５%７１．５%⑥観光による認知・イメージ
向上を期待する市民の割合
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
誘客・交流の促進

令和8(2026)年度の取組

今の川崎を楽しみ、人と人をつなぎ、住む人と訪れる人が交流し、幸せになる川崎らしい観光カルチャーを創造する
人材を発掘・誘引します。また、ビジネス層や、ありのままの川崎の魅力をポジティブに捉える国内外のひとへ川崎の
魅力を発信し、誘客・交流を促進します。

産業観光の推進

産業観光ツアー・工場夜景ツアーを推進
するとともに、全国の工場夜景都市と連携
した取組等を実施する。また、将来のビジ
ネスパーソンである工業高校や高等専門学
校などの教育旅行を誘致し、観光をきっか
けに川崎の事業者との交流や産業への理解
を深める機会を創出します。

●産業観光振興協議会による官民連携での産業観光の推進
●旅行業を開始した市観光協会のツアー造成
●「ようこそ!かわさき検定」の継続実施
●産業観光ガイド・工場夜景ナビゲーター等の養成を通じた市民参加
●川崎工場夜景のPR、様々なメディア調整
●工業高校をメインターゲットとした教育旅行誘致活動

市民・事業者等と共創した観光振興の推進

令和８年度から計画期間となる
「第３次かわさき観光振興プラ
ン」で定めた観光まちづくりのビ
ジョンである「川崎のありのまま
の魅力に光をあて、住む人・訪れ
る人がともに楽しい”川崎らしい
観光”を目指して」の実現に向け
て、市民・事業者等と共創した観
光振興を進めるため、本市が各エ
リアに直接伺い、現場で密なコ
ミュニケーションを重ねながら、
観光推進体制の基盤形成に取り組
みます。 第3次かわさき観光振興プラン

川崎市制記念多摩川花火大会の開催

修学旅行生が工場見学をしている様子

訪日外国人観光客の誘客促進

昭和初期から市民に親しまれ、市制施行を祝うとともに、
「ふるさと川崎」の意識の高揚を図り、豊かな市民文化の創造
を目指して実施している「川崎市制記念多摩川花火大会」。

●花火打上発数 約6,000発（予定）
●世田谷区たまがわ花火大会と合同開催（予定）
●開催時期:令和8年10月3日（予定）
●会 場:多摩川河川敷（国道246号線二子橋

～第三京浜道路）
●来場見込:約19万人（令和7年度主催者発表）
●主 催:川崎市、川崎市観光協会、高津観光協会

川崎市制記念多摩川花火大会

訪日外国人に向けて、川崎での体験や食の魅力をSNSやオンライン旅行代
理店（OTA）を活用して発信し、誘客および滞在・消費を促進します。

●都内などから気軽に参加できる体験ツアーの造成・販売
●体験ツアーを造成・販売する人材の育成
●飲食店などのGoogleマップの掲載・運用支援
●市内宿泊者に向けた飲食店の情報提供
●川崎夜市の実施
●海外旅行博への出展
●羽田空港観光情報センター等の他都市と
連携した誘客の推進

●施策立案・効果検証のための外国人動態
分析調査

台北国際旅行博でのプロモーション
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●街路灯LED化等による機能向上や老朽化した
街路灯の撤去等商店街の施設整備を支援します。
防犯カメラ整備経費は補助率を引き続き3/4に拡充し
防犯対策強化により安心安全なまちづくりを進めます。
・中小企業団体等共同施設補助金

●商店街等が実施する地域との交流促進や賑わ
い創出等を目的としたイベントや、商店街や
地域の課題解決を目指し地域の団体等と連携
して実施する取組への支援を行うことで、地
域の活性化や魅力ある商業地域の形成を図ります。
・商店街魅力アップ支援事業補助金
・商店街課題対応事業補助金

●川崎駅周辺地区において、多様な主体と連携を図
りながら、地元商業者等が主体となって開催する
イベント等への支援を行うことで、都市ブランド
力のある商業地域の形成や市内外への地域の魅力
発信を図ります。
・川崎駅周辺商業活性化事業補助金
・川崎駅周辺商業ネットワーク事業費

●商店街連合会の活動支援を通じて商店街の育成・発展を図ります。
・川崎市商店街連合会補助金

●大規模小売店舗立地法の適正な運用により周辺環境の保持を図ります。
・大規模小売店舗立地法運用事務費

●地域の中核的な担い手等と連携し、地域商業の
にぎわい創出を担う次世代の商業者を発掘・育
成する取組として「かわさき店舗出店支援プログラム
NOREN（のれん）」を実施します。
・商業者創業支援プログラム事業

●商業者の新商品開発、新事業展開、デジタル化などを支援するととも
に、新たに、市内空き店舗等での開業に伴う経費について支援を行い
ます。
・チャレンジ店舗支援事業

●商店街をフィールドに活動する新たなプレイヤー創出のため、プレイ
ヤー育成講座とフィールドとなる協力商店街との調整を行い、イベン
ト数を増やして地域のにぎわい創出の支援を行います。
・街なかにぎわい創出事業

●意欲ある商業者の認知度向上を目的に、市民
投票等によりグランプリ店舗を決定する「かわ
さきAKINAI AWARD #かわさき推しメシ」
を開催します。
・商業者ＰＲ事業

●市民の公衆衛生に不可欠な公衆浴場への支援を
通じて、公衆浴場の活性化や地域におけるコミ
ュニティ機能の向上を図ります。
・公衆浴場経営安定等支援事業費

大田・川崎銭湯スタンプラリー

商業力強化事業 商店街活性化・まちづくり連動事業

・川崎に愛着を持ちエリアを牽引する商業者が、多様な主体を巻き込み、自主的・自立的に再活性化を図るしくみの構築
・商業者のデジタル化など社会経済環境の変化を踏まえた地域課題への対応や、魅力ある個店の集積による、活力ある商業
地域の形成

防犯カメラ（イメージ）

フェスティバルなかわさき

最終審査・授賞式の様子

商店街イベント（オズ
フェスタ）の様子

NOREN受講の様子

令和8(2026)年度の取組

基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
商業力の強化・商店街の活性化
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
安定的かつ効率的な生鮮食料品等の供給と市場の機能更新

川崎市卸売市場新経営プランについて

①市場機能と地域経済を支える流通基盤としての取扱数量・金額の増加への対応
②ライフスタイルの多様化・社会的要請・物流問題に対する市場機能の強化
③立地特性を活かした集荷・供給機能強化と場内事業者の経営力向上

④持続可能な経営への転換
⑤⾧期的視点に立った機能更新の実行(北部）
⑥施設の最適化と地域の需要への対応や賑わいの創出(南部)

川崎市地方卸売市場南部市場名 称
幸区南幸町3-126-1 ／ S19年11月所 在 地 ／ 開 場 年 月
32,224㎡ ／ 24,396㎡敷地面積／延床面積
3社（青果1、水産物1、花き1）卸売業者場内

事業者数 14社（青果3、水産物9、花き2）仲卸業者

本市には、市民へ生鮮食料品等を安定供給する食の流通拠点として、中央卸売市場北部市場と地方卸売市場南部市場があります。

北部市場 …首都圏における広域的食品流通の拠点 南部市場 …地域密着型食品流通の拠点

川崎市中央卸売市場北部市場名 称
宮前区水沢1-1-1 ／ S57年7月所 在 地 ／ 開 場 年 月
168,587㎡ ／ 94,402㎡敷地面積／延床面積
4社（青果1、水産物2、花き1）卸売業者場内

事業者数 60社（青果16、水産物42、花き2）仲卸業者 ※数値はともにR8.3.1現在

卸売市場は、生鮮食料品等の安定的な供給と価格の形成、食品流通の効率化等を図る重要な社会インフラ

（１）目的
令和８(2026)年３月に策定しました川崎市卸売市場新経営プランは、市民への生鮮食料品等の安定的な供給と価格形成、食品流通の効率
化を図るといった卸売市場の基本的役割を踏まえつつ、流通・消費構造の変化や施設老朽化、経営課題など多岐にわたる課題に対応し、持続可
能で機能的な市場運営を実現するための方針と方向性を示すものです。
（２）計画期間
令和8(2026)年度から令和19(2037)年度までの12年間
（３）取り巻く環境の変化

本市卸売市場は、少子高齢化や共働き世帯の増加、物流規制、気候変動など、社会構造や外部環境の急激な変化に直面しています。従来型
の運営では事業縮小が懸念される状況であり、食の安全・品質管理・流通効率化などへの対応が急務です。今こそ、開設者・場内事業者等が一
体となり、市場機能の強化、施設の再構築、経営の持続性確保に向けた抜本的な改革に取り組む必要があります。
（４）卸売市場を取り巻く環境変化と南北市場における課題整理

２．川崎市卸売市場新経営プランの目的と卸売市場を取り巻く環境変化と課題整理

１．川崎市卸売市場の概要
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
安定的かつ効率的な生鮮食料品等の供給と市場の機能更新

【南北】それぞれの市場の特⾧を活かしながら、機能性の高い市場化により取
扱数量の確保を図るとともに、社会的機能を複合的に担う存在とし
て機能を発揮

【北部】持続可能で競争力ある市場の実現に向け、取扱数量回復・機能強
化・災害対応・市民連携・運営管理の5方針を柱に、ハード・ソフト
両面から段階的な取組推進

【南部】施設の著しい老朽化、施設の不足、動線の交錯等の課題を解消し、
市場機能の底上げを図り、持続可能性を高め地域貢献できる市場
としての取組推進

今
後
の
方
針

南北市場各々のポテンシャルを活かした食品流通拠点として、市民生活における
食の安全を支え、民間活力の活用により地域とともに持続的な発展を実現

目
指
す
将
来
像

①生鮮食品の安定供給拠点
②立地特性を活かした機能分担
③民間活力を活かした柔軟な市場運営
④需要創出とデジタル化による経営力向上

⑤災害時の物資供給拠点
⑥市民に開かれた食文化発信の場
⑦自立的・安定的な持続可能な運

営体制

【北部】首都圏の流通ネットワークを支え、全国の卸売市場の改革
モデルとなる広域的食品流通拠点の実現

【南部】地域の多様な食の需要に柔軟に応え、地域の賑わいなどに
も貢献する地域密着型食品流通拠点の実現

12年後に
求められる
姿、あるべ
き姿

基
本
戦
略

①開設者と場内事業者が連携した
集荷・販売力の強化と場内事業
者の経営力向上(重点)

②流通環境変化に対応した機能
性の高い市場化の推進(重点)

③品質管理の強化支援と環境負荷低
減の推進

④災害対応拠点機能の強化と食品流
通業務の両立

⑤市民に親しまれる市場化の推進
⑥効率的かつ安定的な市場経営の推進

３．川崎市卸売市場の将来像 ４．北部市場・南部市場の今後の方針

＜南北市場共通＞
①市場体制の維持と機能的再構築
南北両市場の強みや立地特性を活かした２市場体制を継続し、合理的で安定し
た流通機能の構築に向けた機能強化等の検討を実施
②機能性の高い市場化と取扱数量の確保
市場機能を持続的に発揮する上で取扱数量を確保することが不可欠。新たな流
通形態への対応、老朽化等の課題解消により「選ばれる市場」となることが必要
③社会的機能の発揮
イベント等を通じて賑わいを創出するとともに、災害時の食品流通拠点機能の確保
や物資供給拠点としての役割を果たすなど、社会的機能を担うことが必要
④事業や取組の再構築
既存事業を見直し、必要な取組を強化する一方で、役割を終えた事業は統合・
廃止していくなど、従来の枠に捉われない事業の再構築が必要

＜南部市場＞
・今後の主な方針として「取扱数量の拡大と場内事業者の取引の多様化」、「機能性
の高い市場化の推進」、「災害対応力強化」、「市民に親しまれる市場化」、「市場
の適切な運営管理と効率的・安定的な市場経営の推進、会計健全化」の視点から
取組を進めます。

・開設者、今後の施設整備の方向性、市場機能の規模等、事業収支、整備効果
などを整理し、令和8(2026)年度に『基本構想』の策定に向けた検討を進めます。

・整備の有効性、北部市場と併せた事業実現性が確認できた場合には、『基本構
想』を具現化し、令和9(2027)年度以降に『基本計画』として策定を目指します。

＜北部市場＞
・今後の主な方針として「取扱数量の回復と市場競争力の向上」、「機能性の高い市
場化の推進」、「災害対応力強化」、「市民に親しまれる市場化」、「市場の適切な
運営管理と効率的・安定的な市場経営の推進、会計健全化」の視点から取組を進
めます。

・機能更新に係る基本計画において、令和11(2029)年度以降ローリング工事
を進め、順次供用を開始し、令和19(2037)年度の全棟供用開始を目指すも
のとしています。今後、設計や事業者協議等を経て、整備内容、ローリング工事の
具体的なスケジュール等を決定し、機能更新に向けた取組を進めます。

川崎市卸売市場新経営プランについて
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
安定的かつ効率的な生鮮食料品等の供給と市場の機能更新

北部市場では、令和5(2023)年度に策定した機能更新に係る基本計画に基づく取組を、南部市場では、今後の運営方針に関する取組を進めます。

１ 南部市場の抱える課題や対応の方向性
①取扱数量の拡大と場内事業者の取引の多様化
②施設の老朽化、動線の交錯等を踏まえた機能性の高い市場化の推進
③災害時に市場機能を維持しながら支援物資拠点としても機能発揮でき
る体制

④立地特性等を活かした市民に親しまれる市場化
⑤適切な運営管理と効率的・安定的な市場経営の推進、卸売市場特
別会計の健全化

南部市場の今後の施設整備等に関する検討について

【R8年3月】 【R8年度】

新経営
プラン策定 基本構想策定に向けた取組の推進 基本構想

策定
基本構想に

基づく事業推進

【R9年度以降】

北部市場の機能更新に向けた取組について

※本市ローリング工事モデルケースに基づき設定したもの。各事業期間等については変更する可能性あり

４ 今後の事業スケジュール(※)

【R７】
基本協定の
締結

【R８～10】
(約３年)
事業契約(R８)
環境アセス、
各種設計等

【R11～18】
(約8年)
ローリング工事の
実施

【R19～38】(約20年)
市場施設維持管理
【R19～68】(約50年)
市場機能連携施設用地
(余剰地)活用事業期間

１ 機能更新における課題と対応の方向性
市民に親しまれる市場化の推進④施設の全体的な老朽化への対応①
卸売市場の維持管理・運営の効
率化、卸売市場事業特別会計
の健全化

⑤食品流通拠点としての機能の強化②
災害時の支援物資の拠点としての
機能の強化

③

川崎市卸売市場が、流通・消費構造の変化や施設の老朽化、経営課題など多岐にわたる課題に対応し、
持続可能で機能的な市場運営を実現するための取組を進めます。

２ 整備イメージ

３ 令和７(2025)年度の取組状況
令和７(2025)年５月に大和ハウス工業（株）代表企業とする計16社によ
るコンソーシアムを落札者として決定し、同１０月に基本協定を締結しました。

２ 令和７(2025)年度の取組状況
<R7.5～8:サウンディング調査実施>
今後の施設のあり方等に関しての
方向性について、民間事業者と個別
対話を実施しました。
<R8.3:新経営プラン策定>
R8(2026)年度に今後の施設整備
の方向性に関する基本構想を策定し、
事業実現性が確認できた際には、
R9(2027)年度以降に基本計画策定を目指します。

３ 今後のスケジュール
開設者、今後の施設整備の方向性、市場機能等の規模・機能、事業収支、
整備効果等について整理した上で基本構想を策定し、事業を推進します。

令和8(2026)年度の取組
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
持続可能で市民に親しまれる競輪場づくり

令和8(2026)年度の取組

・市内外の多くの方に来場いただける競輪場づくりに向けて、魅力ある競輪開催とレースを観戦しやすい環境づくりを実施
・効率的・効果的な競輪場運営と売上の向上を図り、収益の確保に努めながら、持続可能で安定した事業運営を推進

川崎競輪場の運営

昭和24年4月に第1回市営競輪を開催。⾧い歴
史を持つ川崎競輪場は、公園との一体感が感じ
られ、市民に親しまれる空間づくりを実施する
とともに、効率的・効果的な運営や施設整備を
行い持続可能な事業運営を推進している。
●令和８年度市営競輪開催予定:21開催64日
●令和８年度の主なレース

・開設77周年記念桜花賞競輪（ＧⅢ）
●令和７年度市営競輪売上実績:約350億円（前年比92％）
●令和７年度市営競輪入場者実績:約7万9千人(前年比124%)
●昭和24年からの一般会計繰出金累計額:約1,292億円

レースの様子

市民に親しまれる競輪場づくり

自転車スポーツの普及・振興

「ケイリン」は、オリンピック種目であり、近年世界選手権やワールドカップ
でメダルを獲得する選手の活躍もみられるなどスポーツとして注目の集まる中で、
積極的に「競輪」の情報発信を行い、自転車スポーツの普及・振興を進めている。
●トップアスリートの活躍

川崎競輪場をホームバンクとする佐藤水菜選手
(令和4年度川崎市スポーツ賞受賞)は、 2024年の
パリオリンピック出場、UCI世界選手権トラック
（女子ケイリン）では、2024年に日本人女子初
の金メダルを獲得、2025年も金メダルを獲得し、
日本人女子初の２連覇を達成した。

また、「競輪」でも2025年は、全ての特別競輪
で優勝し、史上初めて年間グランプリスラムを達成
するなど活躍を続けている。

自転車トラック種目

小学生の練習見学 中学生のフィールドワーク

若者やファミリー層など新たなファンの獲得を目指すイベントの開催のほか、
バンクなど施設の多目的利用の促進、日本競輪選手会神奈川支部と連携した
地元小中学校を対象とした職業体験や出張授業などのイベントを実施するなど、
市民に親しまれる競輪場づくりに向けた取組を推進している。

【令和７年度の主な実績】
●場内イベント

・かわさき市民祭り
・かわさきのりものフェスタ
・ワグワンカワサキ2025（レゲエライブ）
・いさご通り商店街街角ミュージックライブ
・川崎ドリームイベント2025（慶フェス）など

●施設開放
・川崎競輪パーク無料開放
・中小企業大運動会
・神奈川県警車両走行実験 ・自転車教室 など

●バンク利用
・南関東地区プロ自転車競技大会
・神奈川県高等学校定時制通信制自転車競技大会
・大学生やアマチュア団体へのバンク開放（選手育成）など

●日本競輪選手会神奈川支部と連携した取組
・市内小学生の練習見学 ・市内中学生のフィールドワーク（職業体験）
・かわさき市民祭り開催時のイベントブース出展 など

のりものフェスタ

ワグワンカワサキ

川崎競輪パーク
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
消費者行政推進計画の策定

 「川崎市消費者行政推進計画」は、「川崎市総合計画」を上位計画とする、消費者行政に関わる個別計画である。
 消費者を取り巻く環境変化に的確に対応し、他の施策との整合・連携を図りながら消費者行政を推進するため、「川崎市消費者
の利益の擁護及び増進に関する条例」(以下「消費者条例」という。)に基づき、令和８年度から４年間の計画を策定した。

消費者行政施策の基本理念と７つの施策の柱

消費者基本法
（旧名称:消費者保護基本法）

消費者教育の
推進に関する法律
（第10条２）

川崎市総合計画

基本理念に基づき制定

川崎市消費者の利益の擁護及び
増進に関する条例（第６条）

条例に基づき策定

一部を
消費者教育推進計画
と位置付け

かわさき産業
振興プラン

個 別 計 画

整合・連携

１ 安全が確保される権利
２ 選択の機会が確保される権利
３ 適正な価格を保証される権利
４ 意見が政策に反映され、適切、

迅速に救済される権利
５ 必要な情報及び教育の機会が

提供される権利
６ 自主的な行動が保証される権利
７ 環境の保全への配慮

「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことのできる社会」の実現めざすべき姿

基本理念 7つの施策の柱

Ⅰ 安全の確保
Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行

為の禁止
Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定
Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済
Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の

推進【消費者教育推進計画】
Ⅵ 消費者支援協定
Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実

川崎市消費者行政推進計画

消費生活相談等の状況

相談件数の推移

(件)消費生活相談件数(令和６年
度)は10,548件で、平成30年
度以降、７年連続で1万件を
上回る水準で推移している。

販売購入形態別の相談件数

年代ごとの相談件数

（件）

消費者行政推進計画（令和5~７年度）の評価

相談件数の推移
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基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
消費者行政推進計画の策定

消費者行政推進のための施策

消費生活を取り巻く経済・社会環境の変化やこれまでの取組を踏まえ、
本計画における取り組むべき主な課題を以下のとおり整理

①消費者被害の拡大防止・救済に向けた相談体制の推進

②デジタル化の進展に伴いすべての消費者が被害に遭うリスクを踏まえた、
多様な特性に合わせた啓発

③見守り等の配慮を要する消費者への対応

④持続可能な社会形成に貢献する消費行動の実践

（１） 消費生活の安全・安心の確保

（3） 多様な主体との連携の強化
高齢者等の見守りを行う方への情報提供など、関係機関や団体、事業者、地

域等、様々な主体と連携することで、被害の深刻化や潜在化を防ぎ、見守り活
動等を通して消費者被害の防止や救済を図るなど、各施策の効果的な推進

（4） 持続可能な社会に向けた消費行動の推進
消費者市民社会の一員として、自身の消費生活が地球環境や経済社会の形

成に影響を与えていることを一人一人が認識して消費行動を行える消費者教育
の推進

（2） すべての世代における消費者力の向上
ライフステージに応じた継続的な消費者教育と情報提供により、すべての市民が

デジタル時代に即した消費者力を身につけ、消費者トラブルに遭いにくくなるとともに、
万が一、消費者トラブルに遭った場合に適切に相談できるよう啓発の取組の推進

デジタル時代にも対応し、消費生活相談機能を維持・強化することで、多様
化・複雑化する消費者トラブルの解決が図られ、消費者は誰一人取り残されるこ
となく、安心して安全な消費生活を営むことができるよう消費者行政の推進

「取り組むべき課題」を踏まえ、具体的な施策を実施するうえでの4つの視点を設定

消費者行政推進計画における視点

消費者行政推進計画に取り組むべき課題

条例の規定に合わせ、７つの施策の柱に基づく施策を実施

消費者行政推進計画（令和8～11年度）の進行管理

関係部署との連携を深め、総合的かつ円滑に実施する。計画の進捗状
況について、指標の設定により、達成状況の確認を行う。

安全で安心な暮らしの確保に向けた必要な調査・検査等の推進

消費者が適切な選択を行うための価格・量目の表示、計量の適正化 他

災害時等に対応するための生活物資の調達、供給体制の整備

複雑化・深刻化する消費者被害等への迅速かつ適切な対応 他

全世代において消費者力を身につけ、向上するための消費者教育 他

事業者の自主的な改善の促進と冊子、ホームぺージ等による情報提供

市民意見を反映した総合的な消費者行政の推進と関係部署、関係機関
との連携強化

 消費者被害防止及び消費者市民社会の形成に向けた情報発信
 地域の高齢者や障害者等の見守り関係者に対する講座や情報提供
 地域における消費者教育の担い手の育成

 消費生活相談の推進;的確な助言・あっせん等の相談の実施
 消費生活相談のデジタル化の推進;全国消費生活情報ネットワークシス

テムの新システム移行への円滑な対応等、効率的な相談の実施
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市民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、消費生活相談に対し、専門的な知見に基づく情報提
供等を行うとともに、消費者教育や啓発を通じて消費者被害の救済及び未然防止を図ります。

基本施策３ 誘客・交流促進と商業地域の活性化
消費者被害の救済と未然防止

令和8(2026)年度の取組

●消費生活相談の実施
• 平成30(2018)年度以降、
7年連続で1万件を上回っている
消費生活に関する相談に対し、
消費生活相談員が専門的な知見
に基づく情報提供等を行います。

●消費生活相談体制の推進
• 社会経済環境の変化等により整備された関係法令等に対応する

ため、弁護士等による専門的な助言を受け、研修等を実施するこ
とにより、消費生活相談員のスキル向上を図ります。

●消費生活相談のデジタル化の推進
• 全国消費生活情報ネットワークシステム刷新に伴い、相談員の働

きやすさの向上なども含めて、相談業務の効率化を進めます。

消費生活相談事業

ライフステージや多様な特性に応じた消費者教育を推進します。

●市民への効果的な情報発信
• 情報誌、リーフレット、ポスター、ＨＰ、

メールマガジン、ラジオ、SNS等、
様々な媒体を活用し、悪質商法の
注意喚起や相談事例等について
情報発信します。

• 消費生活におけるデジタルリテ
ラシーの向上を目的とした啓発
動画の製作・広報を実施します。

●ライフステージに応じた消費者教育・啓発の推進
• 出前講座（無料講師派遣）による

消費者教育の主体的な取組の支援や
学校向けの強化に取り組みます。

• GIGA端末対応のデジタル教材を更新し、
活用の促進に向け周知を図ります。

●多様な主体との連携による消費者行政の推進

• 地域で見守り等を行う消費生活サポーターを育成します。
• エシカル消費等、消費生活に関する知識の普及・意識向上を目

的とした消費者団体等との連携による啓発イベントを開催します。

消費者啓発育成事業

●消費者の自立支援と消費生活の安定に向けた消費者行政施策
の推進
市民や学識経験者等からの消費者行政に関する意見の聴取及び

施策への反映を行い、各消費者行政施策を推進します。

消費者自立支援事業
消費者講座の開催

（令和7年度:22回開催）

消費者の利益を守るため改正が行われた関係法令の理解を深め、
複雑化・深刻化する消費者被害等へ迅速かつ適切に対応します。

消費者被害の未然防止、消費者の自立支援を図るため、学校・地
域・家庭・職域等の様々な場において、ライフステージや多様な特性
に応じた消費者教育・啓発の取組を推進します。

消費者問題は広範囲に及ぶことから、関係部署・関係機関と連携
し、市民意見を反映した総合的な消費者行政を推進します。

消費者トラブル啓発動画

0

5,000

10,000

H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(件)

消費生活相談件数の推移
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基本施策４
都市農業の経営の強化

及び農地の保全・活用
○持続的な農業経営の推進
○多面的な機能を有する農地の保全と活用
○農業への理解促進

次期産業振興プランに基づく取組項目の令和８年度の事業概要
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基本施策４ 都市農業の経営の強化及び農地の保全・活用
「川崎市農業振興計画」の策定について

1. 本市では、平成28(2016)年2月に「川崎市農業振興計画」を策定し、農業者の生産意欲や市民の農業理解の向上を目指してきましたが、
農地・農業者の減少に加え、気候変動や農業資材の高騰、新技術の導入など社会経済環境の変化を的確に捉えて取組を進めていくた
め、新たな計画を策定し、課題に対応していきます。

2. 本計画の期間は、前計画は概ね10年間としてきましたが、市総合計画と同様に、令和8(2026)年度から令和19(2037)年度までの12年間
とします。

3. 基本目標の実現に向けて効果的に施策を推進するため、４年間で重点的に取り組む施策を「重点施策」と位置づけ、４年ごとに取組の
結果を評価し、附属機関の審議等を踏まえて見直しを行います。

計
画
期
間
（
12
年
間
）
を
通
じ
た
体
系

基本施策
基本方針に従い
取組むべき基本

的な施策

基本目標

基本方針
基本目標の実現に
向けて、課題に対応
していくための視点

Ⅲ 市民と農業のつながる
場・機会の拡大

～市民が憩い、参加でき、｢農｣
に親しめている～

Ⅱ 適正な農地の
保全・活用の促進

～農地の保全に寄与する仕組
みができている～

重点施策
基本目標の実現に
向けて、基本方針に

従い、４年間で
重点的に取組む施策

事業（イメージ）
JAセレサ川崎と連携した伴走支援

事業（イメージ）
農地貸借に向けた奨励

市の農業の目指す姿

<1>担い手の発掘･育成･確保
<2>農業経営の改善推進
<3>栽培技術の普及・向上

<4>農地の適正利用の維持
<5>地域特性に応じた活性化

<6>地産地消の推進
<7>農業体験機会等の創出

各 事 業

豊かな「農」ある暮らしを次世代へ

４
年
ご
と
に
見
直
し

ⅰ 農業経営を支える体制の強化 ⅱ 農地を未来にわたって確保する仕組みの充実

Ⅰ 立地の特性を活かした
力強い農業経営の推進
～農業でしっかり稼げている～

※ⅰⅱは令和８(2026)～令和11(2029)年度の４年間における重点施策で、基本施策と並行して取り組むもの。
取組による成果・評価等に応じて４年ごとに見直しを行います。

「
川
崎
市
農
業
振
興
計
画
」
の
施
策
の
体
系
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基本施策４ 都市農業の経営の強化及び農地の保全・活用
持続的な農業経営の推進

令和8(2026)年度の取組

今後の本市農業を担う農業者の育成や、農産物の生産技術や農業経営に関する支援、及び市民ボランティアの育成等
を推進します。また、農業技術支援センターの老朽化への対応や、今後必要な機能についての検討を進めます。

●農業経営高度化支援事業（拡充）
農業経営の拡大を図り、今後の地域農業を担う意欲のある担い
手の確保・育成のため、中間層の引き上げを目的に、農業経営相
談体制の構築と農業者向け補助金の見直しを行う。
●新規就農者育成総合対策事業補助金
経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対し、早期の経
営確立を支援する資金又は補助金を交付することにより、次世代
の市内農業を担う意欲ある新規就農者を確保・育成する。
●女性農業者の活躍支援事業
市内女性農業者の技術・経営管理能力
等の向上を支援し、農業経営や地域活
動への積極的な参画を推進し、女性農
業者の活躍の支援をするとともに、市民
の農業理解の促進を図る。
●ファーマーズクラブ農業体験事業
市民と市内若手農業者が農業体験を通して交流することで、市
民の都市農業への理解を醸成するとともに、若手農業者の営農
意欲の向上や今後の活動の気づきに繋がることを目的とする。

農の担い手育成支援事業 農業経営・技術向上支援事業

●新品種・新技術普及推進事業
新品種「川崎市農技１号」（かわさきつや菜）
の生産者への普及・ブランド化に向けた取り
組みや市内で生産の増えているイチゴ等の
技術支援を行う。
●農業経営支援・研究事業
農産物の栽培技術向上のための各種試験研
究及び農産物等の実証栽培の実施、環境保
全型農業の推進のための取組(土壌分析等)、
農業用施設の整備、農業機械の導入等に
対する助成等を行う。
●援農ボランティア育成事業
農業従事者の高齢化や後継者不足に
対応できるよう、援農ボランティアを育成の
ための講座の開催、援農ボランティアの活用
促進に向けた支援を行う。

農業技術支援センター機能更新事業

●農業技術支援センター機能更新事業
都市農業の持続可能な発展に向けて、
農業技術支援センターの老朽化対策を
含めた機能更新に関する検討を進める。

川崎市農技1号
(かわさきつや菜)
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基本施策４ 都市農業の経営の強化及び農地の保全・活用
多面的な機能を有する農地の保全と活用

令和8(2026)年度の取組

良好な農環境の保全に向け、多面的な機能を有する農地の活用を図るとともに、安定した農業生産基盤を維持するべ
く、農業振興地域等における農業用施設の維持・管理を行います。

●農地貸借奨励事業（新規）
農業者の減少や高齢化により農地管理が困難なところもあるため、市街化調整区
域における農地貸借を促進し、担い手のいない農地を意欲ある農業者や新規就農
者へ集積することで、農地の保全と持続的な農業経営を図る。
そのために、一定の貸借期間などの要件を満たす農地貸借を締結した農地所有者
に奨励金を交付するとともに、不耕作農地で6年以上の貸借期間を設定する場合
には、樹木伐採や整地などの再生費用の一部を補助する。

●生産緑地地区指定推進事業
生産緑地地区は、公害・災害防止など市街化区域内の農地が有する緑地機能に
着目し、都市農地の保全を図るため、生産緑地法と都市計画法に基づき都市計画
として指定されたものである。本事業では、生産緑地の都市計画変更に伴う地図
情報システムのデータ更新、県ヒアリングや都市計画審議会に必要な図書作成、
標識の設置・撤去、生産緑地に関する各種指導・相談を行う。

●農業用施設等保守管理事業
農業ため池等行政財産は、営農環境の維持、施設利用者や地域住民の安全に配
慮した維持管理が必要であることから計画的な整備を行う。また農業振興地域等に
おいて、土地改良で整備され管理組合等で維持管理されている農業用施設について
も、老朽化や機能の低下、故障時の更新工事において、補助金を交付し、適正な維
持管理により農業生産・経営の安定化を図る。

農環境保全・生産基盤維持管理事業
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イベントや情報発信等を通じて地産地消を推進するとともに、収穫体験などを通じて市民が「農」を知る機会を創出
します。また、地域交流農園の運営を行うとともに、農業者等が開設する各種農園について制度の普及・開設支援に取
り組みます。

基本施策４ 都市農業の経営の強化及び農地の保全・活用
農業への理解促進

令和8(2026)年度の取組

●農業振興イベント事業
花や植木に加え、野菜や果樹、きのこ等、多岐にわたる本市農業の魅力
を効果的に発信し、市民が農に親しむよりよい機会を提供することを目的
とした「かわさき農業フェスタ」の開催を支援する。イベントの一体感を創出
するため、同時開催していた「川崎市畜産まつり」と統合する。なお、令和
8年度は、等々力緑地再編工事の関係で、会場を富士見公園・川崎
競輪場に変更して開催予定。

●地産地消推進事業
平成17年に設立した農業生産者・JAセレサ川崎・市等から成る「かわさき
地産地消推進協議会」での市内産農産物「かわさきそだち」に関するPRや、
かわさきそだち地産消月間（10～11月）の実施、料理教室等の開催に
より、農業生産者と消費者が交流する機会の創出を図る。

●市民農園事業費
「農」に親しみたいとする市民ニーズに応えるとともに、都市農地の保全と活
用に寄与している地域交流農園（市開設利用者組合管理型市民農園）
の管理運営を行う。

●農業振興計画推進事業
川崎市農業振興計画推進委員会で新たに策定された農業振興計画
に基づく事業の進捗に関する評価、その他農業の振興の推進のために
必要な事項に関して調査・審議する。

農とのふれあい推進事業

49



基本施策５
多様な人材が活躍できる

環境づくり
○多様な求職者の就業支援と企業の人材確保支援
○勤労者福祉の向上
○技術・技能職者の振興・継承支援

次期産業振興プランに基づく取組項目の令和８年度の事業概要
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基本施策５ 多様な人材が活躍できる環境づくり
多様な求職者の就業支援と企業の人材確保支援

令和8(2026)年度の取組

就業支援室「キャリアサポートかわさき」等において、求職者のニーズに応じた丁寧な就職支援等を実施するとともに、
地域産業を支える多様な人材の活躍を促進するため、外国人を含む人材の確保・活用に向けた企業支援を実施します。

①就業相談窓口
•

•

•

•
•
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基本施策５ 多様な人材が活躍できる環境づくり
勤労者福祉の向上

令和8(2026)年度の取組

市内企業で働く勤労者がより豊かで充実した生活が送れるよう、労働問題の解決や生活向上などに係る情報提供や各種支援、福祉
共済事業の運営を実施するとともに、川崎市民館・労働会館の供用開始に向けた整備を推進します。

情報発信・啓発

各種支援等
労使団体等との連携・協力

勤労者福祉共済

①「かわさき労働情報」の発行（毎月）
② 労働状況実態調査の実施、

「川崎市労働白書」の発行
③「働くためのリーフレット」の発行
④ 労働資料室の運営
など

＜相談、セミナー等＞
① 労働相談の実施
② 勤労者福祉セミナーの開催（年１回）
③ 労働学校の開催（年１回）

＜その他＞
④ 勤労者生活資金貸付の実施
⑤ 勤労者団体による文化体育活動の奨励
⑥ 中小企業大運動会の開催（年1回）
⑦ 川崎市民館・労働会館の整備

※ 供用開始の時期:
令和9年11月（予定） など

労働関連法令の制定・改定や市内労働情勢などに関する情報提供
を行うとともに、労働資料の収集・保存を実施

・会員１人につき月額５００円を事業者が負担
・従業員は福利厚生事業、給付事業、貸付事業を利用可

＜令和８年３月１日時点での加入状況＞
事業所数 1,296社
会員数 11,128人

労働問題解決に向けた相談対応や、労働法規や制度に関する学
習機会の提供、勤労者の生活向上や余暇活動の啓発・推進などの
支援を実施

中小企業の従業員の福利厚生の充実等を目的に、川崎市勤労者
福祉共済制度（かわさきハッピーライフ）を運営

①川崎市労働問題懇談会の開催（年2回）
②労働防止研究集会の開催（年1回）
③労働団体からの要請受入れ
④メーデーへの助成
など

労働団体や使用者団体、関係行政機関による労働問題に関する
協議や、労災防止に向けた啓発活動のほか、労働団体からの対市
要請の受入れ・回答などを実施

【川崎市民館・労働会館整備後の外観イメージ】 【労働問題懇談会】

52



技能職者の技能水準の向上や市民の理解の促進に向けた、学校での技能職体験やかわさきマイスター認定等を実施すると
ともに、技術・技能職者の拠点である生活文化会館（てくのかわさき）の適切な管理運営、修繕・整備等の検討を進めます。

基本施策５ 多様な人材が活躍できる環境づくり
技術・技能職者の振興・継承支援

令和8(2026)年度の取組

● 技能振興、後継者育成等の推進
学校での技能職体験等を実施するとともに、市民への技術・技能の

関心を高めるためのイベントの開催や表彰などを行うことにより、技能職
者の技術・技能の向上や後継者の確保・育成等を推進します。
（１）後継者育成事業「技能職者に学ぶ」

技能職者を市内中学校へ講師として派遣し、ものづくりの体験授
業を実施。【令和８年度予定】 ５校

（２）てくのかわさき技能フェスティバル
生活文化会館（てくのかわさき）において、ものづくり体験、職人

の技の実演及び展示などを行う市内最大の技能職者の祭典である、
てくのかわさき技能フェスティバルを開催します。

（３）川崎市技能功労者等表彰式
市民生活の向上に功績のあった技能職者を表彰します。

● 技能職団体等への支援
技能職団体との適切な役割分担を基に、技能職者の社会的・

経済的地位向上と後継者育成の推進を目的とした「川崎市技能
職団体連絡協議会」や、技能水準の向上を図るための認定職業
訓練校への支援を実施します。
（１）技能職団体連絡協議会補助

４２職種４８団体が加入する「川崎市技能職団体連
絡協議会」の運営経費を補助

（２）認定職業訓練校補助
市内の認定職業訓練校２校の普通職業訓練（普通課程・

短期課程）に対する補助

● かわさきマイスターの認定等
特に優れた技術や卓越した技能を有

する技能職者を「かわさきマイスター」に認
定し、技術・技能を奨励するとともに、「か
わさきマイスターまつり」などのかわさきマイス
ターと連携した実演イベントの開催等を通
じ、技術・技能の普及や振興、後継者の
育成に取り組みます。

● 生活文化会館（てくのかわさき）の管理運営
生活文化会館を拠点に、技術・技能水準の向上に資する取組や、

技術・技能等を学ぶ講座の開催等を通じた技術・技能への市民理
解の醸成を図ります。また、施設の老朽化に対応するため、昨年度
策定した「モデル４地域における資産保有の最適化に向けた取組
方針」を踏まえ、技能振興施策の推進に必要な施設の機能・規模
の整理を行いつつ、修繕や整備等の検討を進めます。

【中学校での技能職体験授業】

【技能フェスティバルでのものづくり体験】

【令和７年度 認定式】
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物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
（重点支援地方交付金）活用事業
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所管部署交付金活用額概要事業名NO

経済労働局
観光・地域活
力推進部

2,957,020千円

【概要】
物価高騰の影響を受けている市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、

市民の消費の下支え、地域経済活性化及び市民・事業者のデジタル化促進
を目的として、プレミアムデジタル商品券を発行する。

※詳細は別紙のとおり

プレミアム
デジタル商品券事業１

総務企画局総
務部価格高騰
支援給付金担
当

1,710,926千円

【概要】
物価高騰の影響を強く受けている低所得世帯（住民税均等割非課税世

帯）に対して一世帯あたり１万円の給付金を支給し、生活支援を行う。物価高騰対策給付金
事業（R7年度住民税
非課税世帯）

２

経済労働局経
営支援部金融
課

242,719千円

【概要】
中小企業等が融資を受ける際に支払う信用保証料への助成について、補

助率を引き上げることにより、厳しい経営状況にある市内中小企業者等の資
金繰りの円滑化及び収益力の改善を図る。

【支援対象】
市内中小企業者等

【対象経費】
中小企業等が融資を受ける際に支払う信用保証料への補助

【交付額】
補助率を70%に引き上げることに要する額

【対象期間】
令和８年４月から令和８年１２月

信用保証料補助金３

※R䐻補正 

※R䐻補正 

※R䐻補正 
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所管部署交付金活用額概要事業名NO

経済労働局
観光・地域活
力推進部

23,000千円

【概要】
商店街が設置する防犯カメラに係る経費の補助率を上げ、昨今の闇バイト等

への防犯対策を強化し、商店街エリアの安全・安心の確保を行う。

【支援対象】
市内商店街

【対象経費】
防犯カメラの設置に要する経費

【交付額】
防犯カメラの設置に要する経費×3/4
※令和7年度に国の交付金を活用して、単年度措置として補助率
を1/2から3/4に引き上げたものを、令和8年度も継続実施

【対象期間】
令和８年４月から令和９年２月

商店街施設整備事業４

経済労働局
観光・地域活
力推進部

6,402千円

【概要】
原油価格・物価高騰の影響を受けている市内公衆浴場事業者の経営維持

に要する経費を支援する。

【支援対象】
市内公衆浴場（３０か所）

【対象経費】
一人当たり入浴価格について、収支均衡のために必要な単価と実入浴単価

との差額

【交付額】
収支均衡のために必要な単価と実入浴単価の差額 20円×入浴

者数×1/4   （※補助率1/4）

【対象期間】
令和８年４月から令和９年３月

川崎市公衆浴場経営
安定補助金５

※R䐻補正 

※R䐻補正 
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所管部署交付金活用額概要事業名NO

健康福祉局保
健医療政策部
地域医療課

160,703千円

【概要】
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保健医療機関に対して、

光熱費及び食材費等に係る支援を目的に補助金を交付することで、地域医療体制の
維持を図る。

【支援対象】
市内病院（38か所）
有床診療所（20か所）

【対象経費】
食材費、光熱費

【交付額】
・病院（特別高圧受電） :16,000円/1床
・病院（特別高圧受電を除く）:15,000円/1床
・有床診療所（病床数が2床以上）:15,000円/1床
・有床診療所（病床数が2床未満）:30,000円/施設

医療機関等物価高騰
対応支援金６

健康福祉局
⾧寿社会部高
齢者事業推進
課
障害保健福祉
部障害計画課
生活保護・自
立支援室

441,325千円

【概要】
介護サービス、障害福祉サービス及び障害児入所・通所支援事業等を提供している

事業者に対し給付金を交付することで、事業者の負担軽減を図り、安定的な提供体制
を確保する。

【支援対象】
入所施設 22,073人（高齢者19,419、障害者2,574、保護80）
通所施設（大規模）250施設（高齢者のみ）
通所施設（小規模）874施設（高齢者240、障害者634）
訪問事業所 1,551施設（高齢者1,028、障害者523）

【対象経費】
食材費、光熱費、燃料費

【交付額】
・市内高齢者施設、障害者施設、保護施設
入所施設 15,000円×定員
通所施設（大規模） 80,000円/施設
通所施設（小規模） 50,000円/施設
訪問事業所 30,000円/施設

福祉施設等物価高騰
対策事業７

※R䐻補正 

※R䐻補正 
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所管部署交付金活用額概要事業名NO

こども未来局
保育・子育て推
進部運営管
理・子育て支援
担当、保育・幼
児教育部保育
第１課、保育
第２課、幼児
教育担当

769,204千円

【概要】
原油価格・物価高騰の影響を受けている保護者・事業者に対し給食費等の

負担軽減を実施する。

【支援対象】
公立保育所、民間保育所、地域型保育事業、病児・病後児保育室、川崎

認定保育園、幼稚園・認定こども園の保護者・事業者

【対象経費】
保育所等における給食費等

【交付額】
月額1,475円/人

【対象期間】
令和８年４月から令和９年３月

給食費負担補助金
（保育所等）8

こども未来局
保育・幼児教
育部保育第２
課

4,500千円

【概要】
川崎認定保育園に対し、認可保育所等と同様の運営継続に対する加算補

助を行い、安定的に保育提供を継続できる体制を図る。

【支援対象】
川崎認定保育園（５７か所）

【対象経費】
川崎認定保育園の運営費

【交付額】
・在籍19人以下の施設:50,000円/1施設
・在籍20人以上の施設:100,000円/1施設

川崎認定保育園に係る
運営継続支援９

※R䐻補正 

※R䐻補正 
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所管部署交付金活用額概要事業名NO

教育委員会
事務局
健康給食推進
室

838,858千円

【概要】
小学校の学校給食費について、国の「給食費負担軽減交付金」の不足分に

対応することで、令和８年度は保護者に負担を求めない。
中学校及び特別支援学校（幼稚部・中高等部）における学校給食費につ

いて、物価高騰による食材費の増分を転嫁せず、保護者負担額を据え置くこと
で、保護者の経済的負担の軽減を図る。
併せて、小学校及び特別支援学校小学部における非喫食者（アレルギー等

により給食を食べられない児童）について、国の補助に沿った対応を行う。

【支援対象】
市立小学校、中学校、特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者

【対象経費】
小学校、中学校、特別支援学校の学校給食費

【交付額】
・小学校
国の「給食費負担軽減交付金」の不足分

・中学校
令和8年度学校給食費1食当たり397円のうち77円

・特別支援学校幼稚部
令和8年度学校給食費1食当たり223円のうち43円

・特別支援学校中高等部
令和8年度学校給食費1食当たり397円のうち77円

※特別支援学校小学部については、「給食費負担軽減交付金」の
不足分は発生しない

【対象期間】
令和８年４月から令和９年３月

学校給食物資購入費
学校給食給付事業費10

※R䐼当初 
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2,957,020千円
プレミアム原資 2,400,000千円
事務経費 557,020千円

1 補正予算額

104億円（販売総額80億円、プレミアム分24億円）2 発行総額

400万口3 発行口数

電子商品券4 発行形態

1口2,600円分の電子商品券を2,000円で販売（プレミアム率30％）5 １口あたりの構成

登録店舗ならどこでも使える「共通券」と中小事業者のみで使える「専用券」を発行
（1口あたり共通券1,600円 専用券1,000円）6 共通券と専用券の割合

令和8年６月下旬～12月末（予定）7 利用期間

市内在住者8 利用対象者

川崎市内で営業する小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス等の業種9 利用可能店舗

対象者1人につき20口まで10 購入限度

利用者がスマートフォンを所持してない場合は家族の端末による代理購入が可能11 家族による代理購入
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